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開会 午前１０時００分 

────────────────────────────────────────────────────── 

○高木委員長 それでは、ただいまより議会運営委員会を開会いたします。 

 本日の委員会に、ひぐま、塩尻、松田各委員から欠席の届出があります。 

 また、ひぐま委員の代理として、本日は上野議員に委員外議員として出席をしていただいていま

すので、御報告をしておきたいと思います。 

 ここで、無所属議員を委員外議員として出席を求めたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○高木委員長 暫時休憩いたします。 

 休憩 午前１０時０１分 

────────────────────────────────────────────────────── 

 再開 午前１０時０２分 

○高木委員長 それでは、再開いたします。 

 まず１点目の、議会運営委員会委員について。９月１日付で、無党派Ｇの金谷議員から、議会運

営委員会委員の辞任願が提出をされました。そして、委員会条例第１２条の規定により同日付で議

会運営委員会委員の辞任を許可した旨を議長から報告をいただきました。 

 また、同日、無党派Ｇの新たな委員として、ひぐま議員を選出したい旨の申出があったため、同

条例第６条第１項の規定により同日付で議会運営委員会委員に指名した旨、議長から報告がありま

した。 

 なお、議会運営委員会委員の辞任及び選任については、９月１２日の本会議の諸般の報告で報告

をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。１点目は、以上です。 

 ２点目、令和４年第３回定例会の運営について、（１）市長提出議案のうち配付済みのものにつ

いて、理事者から説明をお願いいたします。 

○野﨑総務部長 令和４年第３回定例市議会を今月１２日開会ということで、昨日、招集告示をさ

せていただきましたので、議案につきまして御説明を申し上げます。 

 今回提出いたしました議案は、決算の認定が１１件、議決案件が１４件、報告案件が１１件の合

わせて３６件となっております。 

 認定第１号から認定第１１号までの令和３年度各会計決算の認定、議案第１号から議案第４号ま

での令和４年度各会計補正予算、報告第１号及び報告第２号の令和３年度決算に基づく健全化判断

比率及び資金不足比率の報告並びに報告第３号の専決処分の報告につきましては、後ほど総合政策

部長から御説明をさせていただきます。 

 議案第５号から議案第１１号までにつきましては、いずれも条例の制定であります。 

 議案第５号につきましては、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴いまして、育

児休業の取得回数制限が緩和されることによる所要の規定の整備をするほか、育児休業の取得要件

を緩和しようとするものであります。 

 議案第６号につきましては、旭川市神居デイサービスセンターを廃止しようとするものでありま

す。 

 議案第７号につきましては、公衆浴場における混浴制限年齢を１０歳から７歳に引き下げようと
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するものであります。 

 議案第８号につきましては、土地改良法の一部改正に伴い、応急工事計画に基づく事業に要する

経費の賦課徴収に係る規定が法定化されたということに伴いまして、当該規定を廃止しようとする

ものであります。 

 議案第９号及び議案第１０号につきましては、建築基準法の一部改正に伴い、引用条項を整備す

るほか、議案第９号につきましては、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正に伴い、

既存住宅を長期優良住宅として認定する際の手数料を新設しようとするものであります。 

 議案第１１号につきましては、雪対策の推進に係る事業に必要な経費の財源に充てるため、基金

を設置しようとするものであります。 

 議案第１２号につきましては、大規模災害時等の消火活動に充てるため、災害対応特殊水槽付消

防ポンプ自動車（Ⅱ型）１台を６千６万円で、株式会社北海道モリタ旭川営業所から買収しようと

するものであります。 

 議案第１３号及び議案第１４号は、いずれも契約の締結でありまして、議案第１３号、豊岡小学

校校舎増改築（Ａ）工事につきましては、契約金額６億２千２６０万円で、株式会社橋本川島コー

ポレーションほか２社で構成いたします共同企業体と、議案第１４号につきましては、豊岡小学校

校舎増改築（Ｂ）工事でありますが、契約金額５億８千３００万円で、株式会社高組ほか２社で構

成いたします共同企業体と、それぞれ契約を締結しようとするものであります。 

 飛びまして、報告第４号でありますが、交通事故による損害賠償の額を定めることについてであ

りまして、整理番号１につきましては、６万７千円を７月２５日に、整理番号２につきましては、

９７万８千４３０円を８月２６日に、損害賠償の額としてそれぞれ専決処分をさせていただいたも

のであります。 

 報告第５号につきましては、防火水槽標識の管理の瑕疵に伴う事故による損害賠償の額を１４万

８千８５２円と、報告第６号につきましては、救急活動中の事故による損害賠償の額を１万９千８

００円と定めることについて、いずれも７月１５日に、続いて、報告第７号につきましては、供用

前の神居第三放課後児童クラブにおける事故による損害賠償の額を４１万２千５００円と定めるこ

とについて、６月２２日に、報告第８号につきましては、廃棄物処分場における事故による損害賠

償の額を２万５千３００円と定めることについて、７月１２日に、報告第９号につきましては、青

雲小学校における事故による損害賠償の額を３万９千８４５円と定めることについて、８月２６日

に、それぞれ専決処分をさせていただいたものであります。 

 報告第１０号につきましては、市営住宅の滞納家賃を分割して支払うこと及びその和解条項に反

した場合は、市営住宅を明け渡すことを内容とする訴えの提起前の和解を行うことについて、整理

番号１及び２に記載されております方を相手方として８月２６日に、それぞれ専決処分をさせてい

ただいたというものであります。 

 報告第１１号につきましては、変更契約を締結することであります。整理番号１につきましては

第２豊岡団地建替（２－Ｂ）新築工事の契約金額を、８億５千１４０万円から８億６千４７９万８

千３７６円に増額することについて７月１５日に、整理番号２につきましては千代田小学校（Ａ）

増改築工事の契約金額を、７億７千７７０万円から７億９千５４５万３千１１２円に、整理番号３

につきましては、千代田小学校（Ｂ）増改築工事の契約金額を、１１億９千６８０万円から１２億
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１千２１９万２千３３０円に、整理番号４につきましては、千代田小学校増改築衛生設備工事の契

約金額を、１億７千６９９万円から１億７千８９８万８千７９９円に増額することについて、いず

れも８月３日に専決処分をさせていただいたものであります。 

 以上、よろしくお願い申し上げます。 

○熊谷総合政策部長 認定第１号から第１１号までの令和３年度旭川市各会計決算につきまして、

御説明申し上げます。なお、金額は千円単位で説明させていただきます。 

 一般会計では、歳入総額が１千９１４億２千４７８万４千円、歳出総額が１千８４２億２千８１

８万６千円となり、歳入歳出差引額、いわゆる形式収支で、７１億９千６５９万８千円の剰余とな

ったところです。 

 このうち、翌年度への繰り越すべき財源、６億９千１６２万１千円を差し引いた実質収支は、６

５億４９７万７千円となっております。 

 なお、実質収支の２分の１に相当する額、３２億５千２４８万９千円は、条例に基づき、財政調

整基金に編入しております。 

 次に、特別会計ですが、７会計の合計で、歳入総額が８０４億２４万５千円、歳出総額が７８９

億５千８２０万５千円となり、形式収支、実質収支ともに、１４億４千２０４万円の剰余となって

おります。 

 次に、企業会計ですが、水道事業会計については、収益的収支では７億７千９７５万円の剰余、

繰越し工事資金６６万円を除いた資本的収支では３８億６千１２６万５千円の収支不足、下水道事

業会計については、収益的収支では７億２千３９万８千円の剰余、繰越し工事資金４万８千円を除

いた資本的収支では３４億５千６２０万５千円の収支不足、病院事業会計については、収益的収支

では１７億３千３２４万２千円の剰余、資本的収支では３億４千８１４万７千円の収支不足となっ

ております。 

 なお、資本的収支における収支不足は、水道事業会計及び下水道事業会計では損益勘定留保資金

等で補塡し、病院事業会計では、損益勘定留保資金等で補塡及び一時借入金で措置しております。 

 以上、令和３年度各会計決算の概要でございます。 

 続きまして、議案第１号から議案第４号までの令和４年度各会計補正予算につきまして、補正予

算書に基づいて御説明申し上げます。 

 初めに、１ページを御覧ください。議案第１号、令和４年度旭川市一般会計補正予算につきまし

ては、歳入歳出予算の総額に、それぞれ５７億１千１６万８千円を追加しようとするものでござい

ます。その内容といたしましては、１２ページから１６ページまでの事項別明細書の歳出にお示し

いたしておりますように、１２ページの２款総務費では、職員福利厚生費など５事業で４億１千８

９７万３千円、３款民生費では、障害者自立支援給付費など１２事業で５億８千８５６万８千円、

１４ページの４款衛生費では、新型コロナウイルス感染症対策費など９事業で２９億６千１０５万

３千円、１５ページの６款農林水産業費では、運営費など３事業で３６７万９千円、７款商工費で

は、中小企業振興資金融資事業費など４事業で１３億３８７万２千円、１６ページの８款土木費で

は、買物公園ロードヒーティング支援費など４事業で４億２千８８万円、１０款教育費では、修学

旅行等関連費など４事業で１千３１４万３千円を、それぞれ追加しようとするものでございます。

これらの財源につきましては、８ページから１１ページまでの歳入にお示しいたしておりますよう
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に、８ページの１６款使用料及び手数料で１千７５３万８千円、１７款国庫支出金で２１億２千４

６８万９千円、９ページの１８款道支出金で８億５千８９５万１千円、１０ページの２０款寄附金

で７００万円、２１款繰入金で１０億７千７３３万７千円、１１ページの２２款繰越金で２億７千

３７６万４千円、２３款諸収入で６億５千６１８万９千円、２４款市債で６億９千４７０万円を、

それぞれ追加しようとするものでございます。 

 次に、４ページを御覧ください。４ページ上段の第２表継続費では、庁舎整備推進費の総額及び

年割額を変更しようとするものでございます。その下の第３表債務負担行為補正では、総合除雪維

持業務委託料など２つの事項について、債務負担行為を追加し、老人福祉施設等建設補助金の限度

額を変更しようとするものでございます。その下の第４表地方債補正では、庁舎整備推進事業など

２件の限度額を変更しようとするものでございます。 

 次に、５ページを御覧ください。議案第２号、令和４年度旭川市国民健康保険事業特別会計補正

予算につきましては、歳入歳出予算の総額に、それぞれ２９８万５千円を追加しようとするもので

ございます。その内容といたしましては、２３ページ下段の事項別明細書、歳出にお示しいたして

おりますように、２款保険給付費において、新型コロナウイルス感染症傷病手当金で２９８万５千

円を追加し、この財源につきましては、同じく２３ページ上段の歳入にお示しいたしておりますよ

うに、３款道支出金で同額を追加しようとするものでございます。 

 次に、６ページを御覧ください。議案第３号、令和４年度旭川市介護保険事業特別会計補正予算

につきましては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ、５億３千５４１万３千円を追加しようとするも

のでございます。その内容といたしましては、２４ページから２５ページの事項別明細書、歳出に

お示しいたしておりますように、２４ページの２款保険給付費では、居宅介護サービス給付費など

３事業で４億９千４３６万１千円、２５ページの６款諸支出金では、償還金で４千１０５万２千円

をそれぞれ追加し、これらの財源につきましては、２４ページの歳入にお示しいたしておりますよ

うに、２款国庫支出金で１億１千８７７万４千円、３款支払基金交付金で１億３千３４７万８千円、

４款道支出金で７千６５９万９千円、６款繰入金で２億６５６万２千円を、それぞれ追加しようと

するものでございます。 

 最後に、議案第４号、令和４年度旭川市病院事業会計補正予算につきましては、２７ページの実

施計画にお示しいたしておりますように、病院事業収益で１千９３９万４千円、病院事業費用で５

千２２７万９千円を、それぞれ追加しようとするものでございます。そのほか、関係条文につきま

しても、併せて整備しようとするものでございます。 

 続きまして、報告第１号、令和３年度決算に基づく健全化判断比率の報告について御説明いたし

ます。実質赤字比率及び連結実質赤字比率につきましては、赤字額がなかったことから、比率が算

定されなかったところでございます。また、実質公債費比率につきましては８．３％、将来負担比

率につきましては８１．９％となっており、いずれの比率も早期健全化基準には至っておりません。 

 次に、報告第２号、令和３年度決算に基づく資金不足比率の報告についてでございますが、水道

事業会計、下水道事業会計、病院事業会計の３会計において、いずれも資金不足額がなかったこと

から、比率が算定されず、経営健全化基準には至っておりません。 

 続きまして、報告第３号の専決処分の報告につきまして御説明を申し上げます。本市の新型コロ

ナウイルス感染症の感染状況は、第７波の影響により新規感染者数が急増し、市内の医療提供体制
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及び保健所業務が逼迫する状況でありましたことから、抗原検査キットの配付や保健所業務の一部

外部委託など、緊急施行を要すると判断し、８月２４日に、令和４年度旭川市一般会計補正予算を

専決処分いたしました。その内容といたしましては、事項別明細書、歳出にお示しいたしておりま

すように、４款衛生費の新型コロナウイルス感染症対策費で４億２千５７６万５千円を追加し、こ

の財源につきましては、歳入にお示しいたしておりますように、１７款国庫支出金で５千６００万

１千円、１８款道支出金で２億１千１５６万５千円、２１款繰入金で１億５千８１９万９千円を、

それぞれ追加したものでございます。 

 以上で、説明を終わります。 

○高木委員長 ただいまの理事者の説明について、委員の皆さんから御発言ございますでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

○高木委員長 それでは、（２）追加提出予定のものについて、理事者から説明をお願いいたしま

す。 

○野﨑総務部長 追加を予定しております議案でありますが、教育委員会委員の任命及び公平委員

会委員の選任の２件であります。 

 教育委員会委員につきましては、滝山義之氏が、公平委員会委員につきましては、米田和正氏が、

本年１０月１０日をもってそれぞれ任期満了となることによるものであります。 

 よろしくお願い申し上げます。 

○高木委員長 ただいま理事者から説明をいただきました。委員の皆さんから御発言ございますか。 

（「なし」の声あり） 

○高木委員長 それでは、従来どおり各派会長会議で協議をすることとさせていただき、本会議直

接審議とさせていただいて、会期末の本会議で扱うこととしたいと思います。よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○高木委員長 続いて、（３）議会提出議案について、アについて事務局から説明をお願いいたし

ます。 

○林上議会事務局次長 アの請願・陳情議案の審査結果報告につきましては、現在のところ、結論

の出たものはございませんが、今後、結論が出た場合は、従来どおり会期末の本会議で報告を受け

ることとなります。 

 以上でございます。 

○高木委員長 ただいま事務局から説明をいただきました。そのとおりでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○高木委員長 続きまして、イの意見書・決議案についてであります。まず、経済文教常任委員会

委員長から議長宛てに、意見書案第１号、シルバー人材センターの会員への配分金についてインボ

イス制度の適用除外とする等の措置を講ずることを求める意見書についての提出がありました。こ

ちらについては、本会議直接審議とさせていただいて、会期末の本会議で扱うこととしたいと思い

ますが、よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○高木委員長 それでは、後日の議会運営委員会で、質疑、討論の有無及び賛否について伺ってま

いります。なお、この意見書案については、本委員会終了後、各控室に配付をさせていただきます
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ので、よろしくお願いいたします。 

 次に、各会派に意見書・決議案について提案の意向があるか確認をさせていただきたいと思いま

す。 

○菅原委員（自民会議） ありません。 

○品田委員（民主連合） ３本用意があります。 

○中村委員（公明） ２本お願いいたします。 

○石川委員（共産） 意見書２本お願いします。 

○上野委員外議員（無党派Ｇ） ありません。 

○高木委員長 合計７本ということです。事務局から文案を配付させていただきます。 

（意見書案配付） 

○高木委員長 文案を配付させていただきました。調整については、従来どおり代表者会議で行う

こととしますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、（４）議案の審議方法についてに入ってまいります。 

 まず、アの令和３年度各会計決算の認定の部分であります。特別委員会付託ということになりま

すが、付託議案については認定第１号ないし認定第１１号の以上１１件、名称については、決算審

査特別委員会、構成については、平成１０年の議会運営委員会の決定によって、議長を除く全議員

で構成することとしているところでありますが、金谷議員から議長に対し、病気療養のため第３回

定例会中の全ての会議を欠席する旨の申出がありました。そのことによりまして、今回の特別委員

会の構成については、議長及び金谷議員を除く全議員３２名と、そういう形にさせていただきたい

と思いますが、よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○高木委員長 続きまして、正副委員長でありますが、各会派及び無所属に、相談に乗っていただ

けるかどうか、確認をさせていただきます。 

○菅原委員（自民会議） 相談に乗りたいと思います。 

○品田委員（民主連合） 相談に乗りたいと思います。 

○中村委員（公明） 相談に乗らせていただきます。 

○石川委員（共産） 申し訳ありませんが、相談に乗れません。 

○上野委員外議員（無党派Ｇ） 相談に乗れません。 

○横山委員外議員（無所属） 相談には乗れません。 

○高木委員長 正副については、後ほど相談をさせていただきたいと思います。設置時期について

は、日程のところで相談をさせていただきます。分科会の設置数は２分科会ということで、分科会

の名称は、総務経済文教分科会、そして民生建設公営企業分科会という形にさせていただきます。

分科会の構成でありますが、総務経済文教分科会は総務、経済文教両常任委員会の委員、民生建設

公営企業分科会は、民生、建設公営企業両常任委員会の委員。ただし、決算審査特別委員会の委員

長は除くという形にさせていただきます。分科会の正副委員長については、各常任委員会の正副委

員長の輪番制でありますが、今回は経済文教及び建設公営企業両常任委員会の正副委員長とさせて

いただきます。分科会審査分担事項については、各常任委員会の所管別とし、別紙の分担一覧のと

おりとさせていただきます。なお、一般会計決算については、後日の議会運営委員会で協議をさせ
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ていただきます。特別委員会及び分科会の審査日程については、日程のところで改めて御相談をさ

せていただきます。特別委員会及び分科会の開催場所でありますが、決算審査特別委員会は議場、

総務経済文教分科会は第１委員会室、民生建設公営企業分科会は第２委員会室とさせていただきま

す。そして、帳票類の閲覧を希望するときは、議事調査課に申し出ていただければ、議事調査課か

ら会計課等の帳票担当部局に連絡をして、帳票担当部局の職員が、帳票類を議員の控室等に持参し、

閲覧をしてもらうという形になりますので、こちらについても、よろしくお願いいたします。 

続いて、イの令和４年度各会計補正予算と関連議案及び単独議案についてに入ってまいります。

議案第１号ないし議案第１４号の以上１４件について、本会議直接審議または特別委員会付託のど

ちらにするか、各会派及び無所属に確認をさせていただきます。 

○菅原委員（自民会議） 特別委員会付託が望ましいのではないかと思います。 

○品田委員（民主連合） 特別委員会付託が望ましいのではないかと思います。 

○中村委員（公明） 特別委員会付託を希望いたします。 

○石川委員（共産） 特別委員会設置が望ましいと思います。 

○上野委員外議員（無党派Ｇ） 特別委員会付託が望ましいと思います。 

○横山委員外議員（無所属） 委員の皆さんの判断にお任せしたいと思います。 

○高木委員長 確認をさせていただきました。皆さんが特別委員会付託が望ましいということであ

りますので、特別委員会付託とさせていただきます。そして、付託議案については先ほど言いまし

たように、議案第１号ないし議案第１４号の以上１４件であります。なお、報告第１号ないし報告

第１１号の以上１１件については、本会議直接審議とさせていただきます。また、先ほども説明が

ありましたが、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく健全化判断比率及び資金不足比

率の報告に関わる報告第１号及び第２号については、決算との関わりがありますことから、認定議

案１１件と併せて提案説明を行うこととさせていただきますので、よろしくお願いいたします。そ

して、名称については補正予算等審査特別委員会であります。構成についてでありますが、委員長

案を示させていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○高木委員長 構成については、１４名とさせていただきます。内訳については、自民会議４名、

民主連合４名、公明２名、共産２名、無党派Ｇ１名、無所属１名の合計１４名とさせていただきま

す。そして、こちらのほうも正副委員長について、相談に乗っていただけるかどうか、各会派及び

無所属に確認をさせていただきたいと思います。 

○菅原委員（自民会議） 相談に乗りたいと思います。 

○品田委員（民主連合） 相談に乗りたいと思います。 

○中村委員（公明） 相談に乗りたいと思います。 

○石川委員（共産） 相談に乗りたいと思います。 

○上野委員外議員（無党派Ｇ） 希望しません。 

○横山委員外議員（無所属） 相談には乗れません。 

○高木委員長 正副については、また後ほど御相談をさせていただきます。委員名の届出及び設置

時期については、日程のところで相談をさせていただきます。委員会の場所については、第１委員

会室とさせていただきます。 
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 続いて、一般質問についてであります。時期と通告については、こちらも日程のところで相談を

させていただきます。時間については、質問のみ２５分。ただし、一問一答の方式の場合は、質問

時間を確保した上で、答弁を含めておおむね６０分を目安とさせていただきます。回数は、一問一

答方式の場合は回数制限を設けず、一括方式の場合は３回以内となります。それでは、各会派及び

無所属に、一般質問の人数について確認をさせていただきたいと思います。 

○菅原委員（自民会議） ３から４でお願いします。 

○品田委員（民主連合） ２から３でお願いいたします。 

○中村委員（公明） ちょっと幅があって大変申し訳ないんですけど、１から３でお願いいたしま

す。 

○石川委員（共産） ２でお願いします。 

○上野委員外議員（無党派Ｇ） 我が会派もちょっと幅があるんですけど、ゼロから２ということ

でお願いします。 

○横山委員外議員（無所属） ゼロから１でお願いします。 

○高木委員長 ８人から１５人ということになります。順序については、正副議長、議運正副委員

長の立会いのもと抽せんをさせていただきます。質問については、質疑質問席で行うということで

お願いいたします。 

 続いて、大綱質疑についてであります。これは、決算に関わる大綱質疑ということでありますの

でよろしくお願いいたします。時期と通告は、日程のところで相談をさせていただきます。時間に

ついては質疑のみ２５分。回数は３回以内という形です。それでは、人数について各会派及び無所

属に確認をさせていただきます。 

○菅原委員（自民会議） ゼロから１でお願いします。 

○品田委員（民主連合） ゼロから１でお願いいたします。 

○中村委員（公明） ゼロないし１でお願いいたします。 

○石川委員（共産） １でお願いします。 

○上野委員外議員（無党派Ｇ） ゼロから１でお願いします。 

○横山委員外議員（無所属） 希望しません。 

○高木委員長 こちらについては、１人から５人となります。順序については、こちらも正副議長、

議運の正副委員長の立会いのもと抽せんとさせていただきます。場所は、こちらも質疑質問席とい

うことでお願いいたします。 

 続いて、会期と日程について。正副委員長案を示すことでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○高木委員長 それでは、まず事務局より配付をさせます。 

（日程案配付） 

○高木委員長 御手元に配付しましたとおり、開会については９月１２日月曜日、閉会は１０月７

日金曜日、通算２６日間とさせていただきます。日程のところですが、まず直近では、８日の木曜

日、あさってになりますが、補正予算等審査特別委員会の委員名の届出になりますので、正午まで

にお願いいたします。そして週明け、１２日開会で、補正予算等審査特別委員会の設置があります。

そして、１２日、１３日、１４日で補正予算等審査特別委員会の取りまとめまでを行うことになり
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ます。一般質問の通告の締切りは、１２日、開会日でありますので、正午までに通告をお願いいた

します。そして、１５日は本会議で補正予算等の審議を行います。この日は大綱質疑の通告の締切

りとなりますので、よろしくお願いいたします。１６日は休会でありますが、こちらについては決

算審査特別委員会の正副委員長名の届出日となります。そして、週明けの２０日火曜日から２２日

までの３日間、一般質問。さらに週明けの２６日に本会議で大綱質疑となります。その日は、決算

特別委員会の設置、さらには分科会の開催となります。そして、１０月３日まで、特別委員会の分

科会を開催し、１０月５日、決算審査特別委員会で総括質疑、取りまとめとなり、７日閉会という

スケジュールになります。こちらのスケジュールでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○高木委員長 それでは、３のその他に入ってまいります。 

 まず（１）でありますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた取組についてであ

ります。皆様御存じのとおり、８月には新規感染者が６００人を超えると、過去最高の人数を記録

してきている状況にあります。感染が治まらないような状況の中で、本市議会においても感染者が

増えてきているという状況にあります。そういったことから、引き続き、感染拡大防止に向けた取

組を行う必要があるというふうに考えております。こちらについては、これまで行ってきたところ

でありますが、改めて御説明しますと、まず、質疑を行う予定の議員については、可能な限り電話

やメール等を活用していただき、そして、打合せは、日時等を担当部局と調整をすると。これまで

行ってきたとおり、再度お願いしたいと思っています。さらには、審査特別委員会の資料要求であ

りますが、こちらについても、事前に担当部局に連絡をし、委員会の初日については、連絡があっ

た部局のみが出席をするという対応をさせていただきますので、こちらについてもこれまでと同様

ですが、よろしくお願いしたいと思います。さらには、控室等でも積極的に換気を行っていただく、

そろって食事をとる機会が多いと思いますので、会話の際はマスクの着用と、対面にならないなど、

そういった工夫も含めて感染防止に向けた取組を改めてお願いしたいと思います。よろしいでしょ

うか。 

（「はい」の声あり） 

○高木委員長 続いて、（２）であります。北海道市議会議長会道北支部議長会議員研修会につい

て、事務局から説明をお願いいたします。 

○酒井議会事務局長 御手元に、資料といたしまして令和４年度北海道市議会議長会道北支部議長

会議員研修会開催要領というものを配付しておりますので、御覧いただければと思います。北海道

市議会議長会道北支部議長会議員研修会につきましては、１年置きに開催されるということになっ

ておりまして、本来であれば、昨年、令和３年度が実施年でございましたが、新型コロナウイルス

感染症の影響により、本年度に延期して実施をするというものでございます。実施に当たりまして

は、これまで道北支部議長会での協議を経て、今年度も前回と同様に、上川町村議会議長会と合同

で開催するということで調整を進めてきたところでございます。日時及び内容等につきましては、

御手元の開催要領のとおりとなっております。なお、出欠につきましては、本委員会散会後、各会

派の代表委員等に出欠報告書を配付いたしますので、９月２８日の水曜日までに取りまとめの上、

事務局まで御報告いただければというふうに思います。 

 以上でございます。 
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○高木委員長 ただいま事務局長より説明をいただきました。説明のとおりでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○高木委員長 続いて、（３）旭川市議会議員研修会についてであります。議員研修会実施担当チ

ームの松田座長から、協議結果について預かっております。本日は欠席ということでありますので、

私のほうから報告をさせていただきたいと思います。まず、本年度実施の議員研修会について、議

員研修会実施担当チームにおいて協議を重ねてきたところであるが、協議の結果、本市の最高デジ

タル責任者である森本登志男氏に講演をしていただくことと決定をしました。森本氏は、マイクロ

ソフトでの１６年間の勤務を経て、２０１１年から５年間、佐賀県の最高情報統括監として全庁テ

レワーク導入を主導され、２０１９年にはＧ２０観光大臣会合のモデレーターを務められました。

これまで２５０以上の企業・自治体のテレワーク導入支援を行うなど、ＩＣＴを活用した地域の課

題解決に取り組まれており、今年度からは本市の最高デジタル責任者に就任をいただいております。

研修会の開催年月日については、９月１２日の月曜日に開催することで先方と調整がとれました。

研修会実施に関わる主な項目については、皆様にお配りをしております開催要領のとおりにまとめ

ましたので、このように実施することについて御検討いただきたいということで御報告をさせてい

ただきます。 

報告のとおりで、皆さんよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○高木委員長 それでは、各会派においては所属議員の皆さんにお伝えをいただきたいというふう

に思います。 

 続いて、（４）令和３年度議会費決算説明資料について、事務局から説明をお願いいたします。 

○冨田議会事務局次長 令和４年第３回定例会に、議会費の令和３年度決算が提出されており、こ

のことに係る説明資料を作成いたしましたので、本日配付しております。資料の内容といたしまし

ては、令和３年度議会費決算総括表１ページにございますが、歳出にありますように、議会費総体

で予算現額４億６千３９万７千円に対しまして、支出済額４億２千１３１万７千４２１円、不用額

は３千９０７万９千５７９円で、その執行率は９１．５％となっております。なお、今回の決算に

おける不用額の主な内訳といたしましては、３ページの歳出の総括表にありますように、旅費の節

で、新型コロナウイルス感染症による行政視察及び会議などの中止に伴う不執行分として１千９５

８万５千３６４円、負担金、補助及び交付金の節で、政務活動費の精算戻入分などとして１千３３

７万９千６００円の不用額が生じたところでございます。 

 以上でございます。 

○高木委員長 ただいま事務局より説明をいただきました。その内容のとおりというふうになって

おりますので、皆さん確認をお願いしたいと思います。 

それでは、次回の議会運営委員会でありますが、補正予算等審査特別委員会の設置が確認されま

したので、９月１４日水曜日、午前１０時に口頭招集いたします。ただ、開催時間については、補

正予算等審査特別委員会が終わった後という形になりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上で、本日の議会運営委員会を散会いたします。 

────────────────────────────────────────────────────── 

散会 午前１０時４７分 


